
吉野町立吉野中学校いじめ防止基本方針 

                                                                      　　　　　　　　　生徒指導部 

１　いじめの定義といじめに対する本校の基本認識  

　  

　上記の考え方のもと、本校では全ての教職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであ

り、いじめ問題に全く無関係でいられる生徒はいない。」という基本認識にたち、全校生徒が「いじめのない

明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「いじめ防止　基本方針」を策定した。  

 

　いじめ防止のための基本姿勢として、以下の５つのポイントをあげる。  

　①　いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。  

　②　生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。  

　③　いじめの早期発見のために様々な手段を講じる。  

　④　いじめの早期解決のために当該生徒の安全を確保するとともに、学校内だけでなく関係機関や専門家と

　　　協力をして解決にあたる。  

　⑤　学校と家庭が協力して事後指導にあたる。  

 

２　いじめの未然防止のための取組  

　生徒一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また、教師一人一

人が「分かる授業」の実践を心掛け、生徒に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を

育て、自己有用感・自尊感情を育むことができるように努める。 

　道徳の時間では、「いじめに関する問題」を自分自身のこととして、多面的・多角的に考える機会をもつ。

また、「いじめは絶対に許されないことである」という認識を生徒がもつように、教育活動全体を通して指導

する。そして、見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも傍観者として、いじめに加担しているのと同

義であるという自覚を促す。 

（１）いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。  

　　　・自分と他の人の大切さが認められるような環境をつくる 

　　　・相手の立場に立って、その人に必要なことやその人の考えや気持ちなどが分かるような想像力や共　

　　　　感的に理解する力を身につける。  

（２）生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。  

　　①一人一人が活躍できる教育活動 

　　「基本的な生活習慣の定着は学習を支える生活基盤である」という立場に立ち、以下の教育活動を推進す

　　る。  

　　　・生徒の自主的・自発的な活動を支える生徒会活動の充実  

　　　・生徒が主体的に取り組める学習活動（＝家庭学習を含む）の工夫  

　　　・部活動での生徒の縦の関係の構築と充実  

　　②人との関わり方を身に付けるためのソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）の実践  　　　 

　　　朝学活・終学活等でのＳＳＴを通して、自分と他人では思いや考えが違うことに気付かせ、そのような

　　　中に認められる自分が存在することを実感し、自尊感情を育み、明るく楽しい学校生活を送ることがで

　　　きるよう努める。  

　　③学校全体で授業改善をめざした校内研修 

     年間カリキュラムにおける活用する力の項目や内容を明確にし、意欲的・主体的に学習に取り組める発　

　　　問や指導方法を工夫する。  

　　④仲間と繋がり合う喜びを味わう学校行事や体験活動 

　　　仲間との協働の機会を設け、コミュニケーション能力を育成するとともに、繋がり合う喜びを体得させ



　　　る。また、道徳の時間をはじめ、総合的な学習の時間、学校行事、生徒会活動において道徳的態度を育

　　　成する体験活動を取り込む。 

  

３　いじめの早期発見・早期解決に向けての取組 

（１）いじめの早期発見のために、様々な手段を講じる。  

　　①「いじめはどの学校でも、どの生徒にも起こりうるものである」という基本認識に立ち、全ての教 

　　　員が生徒の様子を見守り、日常的な観察を丁寧に行うことにより、生徒の小さな変化を見逃さない 

　　　鋭い感覚を身に付けていく。  

　　②生活態度に変化のある生徒がいる場合には、学年部会や生徒指導部等の場、また教職員全体におい 

　　　て情報を共有し、より大勢の目で当該生徒を見守る。  

　　③様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い、生徒に安心感をもたせるととも 

　　　に問題の有無を確かめ、解決すべき問題がある場合には、「二者面談」で当該生徒から悩み等を聞 

　　　き、問題の早期解決を図る。  

    ④「いじめに関するアンケート」を年２回行い、生徒の悩み等を把握し、いじめのない学校をめざす。 

　　⑤ネット上のいじめ（SNSや掲示板等）の把握に努める。情報モラル教育やアンケート等を通じ、不可 

　　　視化しやすいSNS上での誹謗中傷や仲間外れ等の実態把握を行う。また、生徒や保護者に対し、スマ 

　　　ートフォンの使い方や情報モラルについて周知・啓発に努める 

 

（２）いじめの早期解決のために、全職員が共通理解を図り問題の解決にあたる。  

　　①いじめ問題を発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、校長を中心に全ての教職員が対応

　　　を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたる。  

　　②情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめられている生徒の身の安全を最優先に考え、いじ

　　　めている側の生徒に対しては毅然とした態度で指導にあたる。  

　　③傍観者的態度の生徒たちにも、いじめているのと同様であることを理解させる。 

　　④学校内だけでなく関係機関や専門家と協力をして解決にあたる。  

　　⑤いじめられている生徒の心の傷を癒すために、教育相談部、生徒指導部、スクールカウンセラー及び養

　　　護教諭と連携を取りながら、指導を行っていく。  

　　⑥SNS等を用いたネット上のいじめを確認した場合は、被害生徒の心情に寄り添ったケアを最優先に行うと       

     ともに、事態の沈静化に努める。必要に応じて、書き込み等の証拠（スクリーンショット等）の保存を指    

     導するとともに、プロバイダや警察等の関係機関と連携して被害の拡大防止措置を講じる。 

 

（３）家庭や地域、関係機関と連携した取組  

　　①いじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし、学校の対応状況を共有するととも　

　　　に、家庭での様子や友人関係の情報を収集し指導に生かす。学校内だけで抱え込まず、組織的かつ関係

　　　機関と連携した解決を目指す。 

　　②学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況であれば、「奈良いのちの電話」「あすなろダ

　　　イヤル」等のいじめ問題の相談窓口の積極的な利用をすすめる。 

 

４　いじめ問題に取り組むための校内組織  

（１）学校内の組織  

　　①職員会議  

　　　全教職員で生徒の様子及び指導について情報交換し、共通行動についての話し合いを行う。  

　　②いじめ防止対策委員会  

　　　・いじめの防止、早期発見・早期対応を実効的組織的に行うための常設組織を構築する。 

　　　・特定の教員がいじめ問題を抱え込むことのないよう、教職員全体で共通理解を図り、報告・連絡・相

　　　　談・記録を徹底する。学校全体で総合的ないじめ対策を講じ、その措置を実効的なものとするため、

　　　　校長、教頭、生徒指導主事、人権教育担当者、学年代表、教育相談部長(養護教諭)、当該学級担任、

　　　　当該部活担当者、スクールカウンセラーで構成する「いじめ防止対策委員会」を設置し、適宜開催す

　　　　る。 



  

（２）家庭や地域、関係機関と連携した組織  

　　 緊急の事態が発生した場合は、その場の適切な処置をとるとともに教頭に報告する。教頭は校長に報告　

　　　し、校長の指示により迅速に支援体制をつくり、対処する。学校内だけでは解決が困難な事象であると

　　　判断された場合は、緊急対策会議を開催する。構成メンバーは以下の通りとする。 

　　 校長、教頭、生徒指導主事、学級（部活動）担任、学年代表、認知に関与した教員、吉野町教育委員会、

　　 ＰＴＡ会長・体育文化後援会長、吉野警察署、主任児童委員（１人）、青少年指導員（１人）、人権擁護

　　 委員（１人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆　組織対応の流れ　　　　　　　　　　　　　　　　吉野町立吉野中学校　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆　２０２６年度　いじめ防止等に係る年間計画（案） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

会

議

・

研

修 

いじめ防止 

対策委員会① 

 

職員研修 

 いじめ防止 

対策委員会② 

 

 職員研修 いじめ防止 

対策委員会③ 

 

未

然

防

止 

人権講話 人権講話 人権講話 人権講話 

 

 

人権平和学習 人権講話 

早

期

発

見 

  いじめ・生活 

アンケート① 

三者懇談  教育相談週間 

（二者懇談） 

 

 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

会

議

・

研

修 

 いじめ防止 

対策委員会④ 

   

 

 

 

いじめ防止 

対策委員会⑤ 

・まとめ 

・次年度計画 

未

然

防

止 

人権講話 人権講話 人権講話 人権講話 

 

人権講話 人権講話 

早

期

発

見 

 いじめ・生活 

アンケート② 

保護者による

学校評価 

 

三者懇談 

二者懇談   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


